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現行 

変更後 

順応地域を一般地域に変更し、
市内全域を一般地域とする。 

３ 悪臭防止法の規定に基づく悪臭物質の排出を規制する地域図（新旧対照） 

令和６年 4月 1日変更 

旧篠山町全域:
一般地域 

旧西紀町全域:
一般地域 

旧丹南町:住吉台やＪＲ篠山口駅周辺
の都市計画法に基づく用途地域が一
般地域、それ以外の地域が順応地域 

旧今田町:和田寺山周辺、今田小学校周辺及び黒石
ダム周辺が一般地域、それ以外の地域が順応地域 


